
平成１５年１月３１日判決言渡
本訴・平成１４年・第７０９７９号求償金請求事件
反訴・平成１４年・第１１５０６号損害賠償請求事件
主　　　　　　　文
  １　本訴原告並びに反訴原告の請求をいずれも棄却する。
　２　訴訟費用は，本訴反訴ともに，これを２分し，それぞれを各自の負担とす
る。
事実及び理由
第１　請　　　求
　（本訴事件）
　　　　被告は，原告に対し，金９９万９１７１円及びこれに対する平成１４年７
月２３日から支払済みまで年６パーセントの割　　　合による金員を支払え。
　（反訴事件）
　　　　反訴被告は，反訴原告に対し，金９０万円及びこれに対する平成１４年９
月２１日から支払済みまで年５パーセントの割　　　合による金員を支払え。　
第２　事案の概要
　１　請求の原因
　 (本訴事件）
　　・　訴外Ａ（以下「Ａ」という）は，販売店Ｂガレージ（以下「Ｂガレージ」
　という）から平成５年式オペル（以下「本件　　　車両」という）を購入する資
金　として，平成１３年９月３０日，訴外Ｃ生命保険相互会社（以下「貸主」と　
いう）か　　　　ら，次の約定で金員を借り受けた。
　　　①　借受金額　　金１０９万３２０１円
　　　②　利　　　息    年０．８７パーセント
　　　③　遅延損害金　  年１４．６パーセント
　　　④　弁済方法　　元利金を平成１３年１０月から平成１８年３月まで毎月２
７日限り金２万１０００円ずつ（ただし，初回　　　金２万３０００円），元利金
の受領を貸主から委任された原告に支払う。
　　　⑤　特　　　約　　上記分割金の支払を１回でも怠ったときは，期限の利益
を失う。
　　・　原告Ｄ株式会社(反訴被告，以下「原告」という）は，次の約定でＡの委託
を受け，平成１３年９月１８日，貸主に対　　　　し，前記・の債務について連帯
保証した（以下「本件オートローン契約」という）。
　　　・　原告は，Ａを代理して・の借受金を金融機関から受領し，保証委託手数
料金９万３２０１円を控除した金１００万円を　　　Ｂガレージに支払う。　　　
　　　・　Ａが・の元利金の支払いを怠り，原告が２０日以上の相当な期間を定め
てその支払を書面で催告したにもかかわらずそ　　　の支払をしないときは，Ａ
は，原告が貸主に代位弁済した額及び約定の遅延損害金を原告に支払う。
　　・　被告Ｅ（反訴原告，以下「被告」という）は，平成１３年９月１８日，原
告に対し，Ａの前記・の債務について連帯保証　　　した（以下「本件保証契約」
という）。
　　・　原告は，Ａに対し，平成１４年７月１日到達の書面で支払期の過ぎた元利
金を２０日間以内に支払うよう催告した。
　　・　原告は，平成１４年６月２８日，貸主に対し，金９９万９１７１円を代位
弁済した。
　　・　よって，原告は被告に対し，本件保証契約に基づき，次の金員の支払を求
める。
　　　・　代位弁済金　金９９万９１７１円
　　　・　・に対する平成１４年７月２３日（催告期間満了日の翌日）から完済ま
で年６パーセントの割合による遅延損害金
　　（反訴事件）
　　・　原告は，被告が本件保証契約に基づく債務の履行を怠ったとして，被告に
対し保証債務の履行を求める訴えの提起をし　　　　た。
　　・　本件保証契約は，次のとおり，被告と全く関わりのない偽造のものである
ことは，社会常識に照らせば明らかである。
　　　・　被告の勤務先として記載されている会社は，被告が全く勤務したことの
ない無関係な会社であり，そのことは記載され　　　ている電話番号により容易に
確認することができた。



　　　・　その会社の所在地は東京都となっているが，契約当時は茨城県に本店移
転しており，でたらめな記載であることは一目　　　瞭然である。また，山梨県在
住者が東京の会社に勤務することの不自然さは明白である。
　　　・　購入者の住所と販売店所在地とは遠く離れており，このような遠隔地者
間の売買契約の不自然さは一目瞭然である。
　　・　本件訴え提起は，上記のように，原告がその請求自体理由のないことを認
識しながら，漫然と訴えを提起し，被告をあえ　　　てその座に据えたものであ
り，訴権の濫用に当たる。また，少なくともその訴えを提起したことに過失があ
り，不法性を有　　　することは明らかである。
　  ・　被告は，原告の訴え提起により，精神的な苦痛を被った。その慰謝すべき
金額は５０万円を下らない。また，被告は，応　　　訴するなどのために弁護士Ｆ
に委任し，報酬等４０万円を支払う約束をし，同額の損害を被った。
    ・　よって，原告は被告に対し，上記損害賠償金合計９０万円を支払う義務が
ある。
　２　争点
　　・　本件保証契約の成否
　　・　原告の本訴請求は訴権の濫用に当たるか
第３　争点に対する判断
  １　争点・について
　　本件オートローン契約書（甲第１号証１）の連帯保証人欄に記載されている被
告の住所氏名の筆跡は，宣誓書並びに出頭票に　　記載された被告の筆跡と明らか
に異なっており，これらの被告名義の署名部分については，真正なものであること
を認めるに　　足りる証拠はない。また，押捺されている印影が被告の印章によっ
て顕出されたことについても，これを認めるに足りる証拠　　はない。
 　　 ところで，被告は，平成１３年８月までＧ株式会社に勤務していた（被告本
人，乙３，９，１２，１３号証）が，本件オー　　トローン契約書の連帯保証人欄
「おつとめ先」欄には，被告の勤務先が「Ｈ㈱」，勤続年数が「２５年」と記載さ
れている。　　また，Ａは，会社勤めをしたことはなく（被告本人），その筆跡
（乙４，５号証の各１・２）から推認しても，会社の経理・　　事務を担当してい
る人物とは到底考えられず，これらのことが記載されている契約書は，虚偽に満ち
たものであると言わざる　　を得ない。
　　　原告担当者Ｉ（以下「Ｉ」という）は，契約書上に記載されている被告の勤
務先Ｈに電話をし，被告に対し保証意思の確認　　をしたと証言するが，前記のと
おり，被告はＨに勤めたことはなく，確認の相手が被告であるというのは極めて疑
わしく，事　　情を知っている第三者が被告と称してＩとの電話に応対したものと
推認するのが相当である。
      したがって，本件保証契約の成立を認めることはできない。
　２　争点・について
      本訴事件は，Ａが販売店から自動車を購入するに当たり，原告がＡから保証
委託を受け，Ａが金融機関から借り入れた金銭　　を保証人として代位弁済したと
いう事案である。このような事案においては，購入者と直接関わり合うのは，信販
会社ではな　　く販売店である。信販会社としては，販売店からの連絡を受け，購
入者が販売店に提出した申込書に基づき，購入者並びに保　　証人がクレジット契
約者として相応しいかどうかを審査し，それに基づいて購入者との間で保証委託契
約を締結するかどうか　　を決定するのである。
      本件においても，原告は，販売店であるＢガレージから連絡を受け，担当者
Ｉが，通常の業務過程にしたがい，主債務者・　　Ａ，連帯保証人・被告に対し，
それぞれ販売店から指示された連絡先に電話をかけ，本人として応答した者に対し
意思確認を　　行った上，信用の供与を決定したものである（証人Ｉ）。
　　そして，原告は，契約者から数回の支払いがなされたものの，その後支払いが
停止したため，法の規定に従い，購入者である　　Ａに対し所定期間内に未払金を
支払うよう催告し，その期間内に支払いがなされなかったことから，連帯保証人で
ある被告に　　対して本件訴えを提起したものである。
　　被告は，本件契約書が偽造されたものであることが容易に判明し，請求自体が
成り立ちようがないことが一見して明らかであ　　るにもかかわらず，原告があえ
て訴えを提起したことは訴権の濫用に当たると主張する。しかし，原告としては，
契約者から　　の支払いが停止し，訴え提起前の交渉において被告が本件保証契約
を否認したことから，その真偽を明確にするために訴えを　　提起したものと解す



べきであり，特に，原告において，被告に対し精神的な苦痛を与えるなど不法な意
図の下に訴えを提起し　　た事情等が認められない以上，その訴えは訴権の濫用に
該当しないというべきである。
　３　結論
      以上によると，原告の本訴請求並びに被告の反訴請求はいずれも理由がない
ので，主文のとおり判決する。
　　　　東京簡易裁判所民事第１室
                          裁判官    廣　　瀬　　信　　義


